
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正

題
名
を
「
独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
施
行
令
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
所
要
の
規
定
の
整
理

を
行
う
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
二

そ
の
他
関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
。

（
第
二
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
関
係
）

第
三

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

第
四

附
則

こ
の
政
令
は
、
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和

四
年
十
一
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


